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  府中市市税条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

令和 ８ 年 １ 月２１日     

府中市長 高 野 律 雄   

 

府中市規則第２号 

   府中市市税条例施行規則の一部を改正する規則 

 

府中市市税条例施行規則（昭和３８年３月府中市規則第２号）の一部を次のように改正する。 

次の表中、下線が引かれた部分については、改正前を改正後のように改める。 

（【  】は注記である。） 

改正後 改正前 

第１３条 削除 

 （督促状） 

第１３条 法第３２９条、第３７１条、第４６３条の２５又は第６１１

条の規定による督促状の様式は、別記様式第１４号による。 

 （市税に係る減免申請書の様式）  （市税に係る減免申請書の様式） 

第１６条 省 略 第１６条 省 略 

 (1)～(2) 省 略  (1)～(2) 省 略 

【削 除】 
 (3) 条例第８１条第２項又は第８２条第３項の規定による軽自動車

税（種別割）減免申請書 別記様式第１７号の３ 
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 (3)～(4) 省 略  (4)～(5) 省 略 

２ 市長は、市税減免申請に対する処分を決定したときは、減免決定

通知書又は別記様式第１８号の市税減免不許可決定通知書により、

当該納税者又は特別徴収義務者に通知する。 

２ 市長は、市税減免申請に対する処分を決定したときは、別記様式

第１８号の市税減免決定通知書により、当該納税者又は特別徴収義

務者に通知する。 

３ 省 略 ３ 省 略 

 （市民税に係る文書の様式）  （市民税に係る文書の様式） 

第１７条 省 略 第１７条 省 略 

 (1) 条例第３７条の２第２項の規定による市民税・都民税申告 

書 法規則第５号の４様式 

 (1) 条例第３７条の２第２項の規定による市民税・都民税申告 

書 別記様式第２０号又は別記様式第２０号の２ 

【削 除】 
 (2) 法第３２１条の１１第４項の規定による法人市民税更正（決定）

通知書 別記様式第２５号 

 (2) 省 略  (3) 省 略 

 （固定資産税に係る文書の様式）  （固定資産税に係る文書の様式） 

第１８条 省 略 第１８条 省 略 

 (1)～(2) 省 略  (1)～(2) 省 略 

【削 除】 

 (3) 法第４１７条第１項の規定による固定資産価格等決定（修正）

通知書 別記様式第３１号の２（Ａ）、別記様式第３１号の２（Ｂ）

及び別記様式第３１号の２（Ｃ） 

 (3) 省 略  (4) 省 略 
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（軽自動車税に係る文書の様式） （軽自動車税に係る文書の様式） 

第２８条 省 略 第２８条 省 略 

【削 除】 

 (1) 条例第７９条第３項の規定による軽自動車税（種別割）（原動

機付自転車・小型特殊自動車）廃車申告受付書 別記様式第４７

号の２ 

 (1)～(3) 省 略  (2)～(4) 省 略 

【削 除】 

 (5) 条例第８３条第３項の規定による 

原動機付自転車 
標識交付証明書 別記様式第５１号 

小型特殊自動車 
 

（納税通知書等の様式） （納税通知書等の様式） 

第３３条 省 略 第３３条 省 略 

【削 除】 

 (1) 条例第３９条第１項の規定によつて徴収する市民税の納税通知

書 別記様式第６２号 

(2) 条例第６４条の２第１項及び第４項の規定によつて徴収する固 

定資産税・都市計画税の納税通知書 別記様式第６３号 

 (1) 省 略 (3) 省 略 

【削 除】 
(4) 条例第７７条の３本文の規定によつて徴収する軽自動車（種別

割）の納税通知書 別記様式第６５号 
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【削 除】 
(5) 市税に係る納付金を納付する場合における納付書 別記様式第 

６７号又は別記様式第６７号の２ 

 (2) 省 略 (6) 省 略 

 （課税台帳の様式） （課税台帳の様式） 

第３４条 省 略 第３４条 省 略 

 (1)～(2) 省 略  (1)～(2) 省 略 

【削 除】  (3) 固定資産課税台帳 別記様式第７１号 

 (3)～(6) 省 略  (4)～(7) 省 略 

  （納期限変更の告知） 

第３６条 削除 第３６条 法第１３条の２第３項の規定による納税者又は特別徴収義

務者に対する納期限変更の告知は、別記様式第７６号の納期限変更

告知書による。 

 （担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収の通知）  （担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収の通知） 

第３８条 省 略 第３８条 省 略 

【削 除】 
２ 法第１４条の１６第５項の規定によつて交付要求をする場合は、

別記様式第７９号の交付要求書による。 

 （徴収猶予等の通知）  （徴収猶予等の通知） 

第４３条 法第１５条の２の２第１項及び第２項の規定による徴収猶 第４３条 法第１５条の２の２第１項及び第２項の規定による徴収猶
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予及び徴収猶予の期間の延長の通知は、別記様式第８６号及び別記

様式第８７号による。 

予及び徴収猶予の期間の延長の通知は、別記様式第８６号の徴収猶

予決定通知書及び別記様式第８７号の徴収猶予期間延長決定通知

書による。 

 （職権による換価の猶予等の通知）  （職権による換価の猶予等の通知） 

第４６条 法第１５条の５の２第３項において準用する法第１５条の

２の２第１項の規定による換価の猶予及び換価の猶予の期間の延長

の通知は、別記様式第９０号の換価の猶予通知書及び別記様式第 

９０号の２の換価の猶予延長通知書による。 

第４６条 法第１５条の５の２第３項において準用する法第１５条の

２の２第１項の規定による換価の猶予及び換価の猶予の期間の延長

の通知は、別記様式第９０号の換価猶予通知書及び別記様式第９０

号の２の換価猶予期間延長通知書による。 

 （換価の猶予の申請手続等）  （換価の猶予の申請手続等） 

第４６条の２ 法第１５条の６の２第１項の規定によつて換価の猶予

の申請をする者は、別記様式第９１号の換価の猶予申請書に換価の

猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して市長に提出しな

ければならない。 

第４６条の２ 法第１５条の６の２第１項の規定によつて換価の猶予

の申請をする者は、別記様式第９１号の換価猶予申請書に換価の猶

予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 法第１５条の６の２第２項の規定によつて換価の猶予の期間の延

長の申請をする者は、別記様式第９１号の２の換価の猶予期間延長

申請書に換価の猶予の期間の延長を必要とする理由を証明すべき書

類を添付して市長に提出しなければならない。 

２ 法第１５条の６の２第２項の規定によつて換価の猶予の期間の延

長の申請をする者は、別記様式第９１号の２の換価猶予期間延長申

請書に換価の猶予の期間の延長を必要とする理由を証明すべき書類

を添付して市長に提出しなければならない。 

 （申請による換価の猶予の通知）  （申請による換価の猶予の通知） 

第４６条の３ 法第１５条の６の２第３項において準用する法第１５ 第４６条の３ 法第１５条の６の２第３項において準用する法第１５



- 6 - 

条の２の２第１項及び第２項の規定による換価の猶予及び換価の猶

予の期間の延長の通知は、別記様式第９１号の３及び別記様式第 

９１号の４による。 

条の２の２第１項及び第２項の規定による換価の猶予及び換価の猶

予の期間の延長の通知は、別記様式第９１号の３の換価猶予決定通

知書及び別記様式第９１号の４の換価猶予期間延長決定通知書によ

る。 

 （換価の猶予の取消しの通知）  （換価の猶予の取消しの通知） 

第４７条 法第１５条の５の３第２項及び法第１５条の６の３第２項

において準用する法第１５条の３第３項の規定による滞納者に対す

る換価の猶予の取消しの通知は、別記様式第９２号の換価の猶予取

消通知書による。 

第４７条 法第１５条の５の３第２項及び法第１５条の６の３第２項

において準用する法第１５条の３第３項の規定による滞納者に対す

る換価の猶予の取消しの通知は、別記様式第９２号の換価猶予取消

通知書による。 

 （滞納処分の停止に係る通知等）  （滞納処分の停止に係る通知等） 

第４８条 法第１５条の７第２項の規定により滞納処分の執行を停止

した場合における滞納者に対する通知は、別記様式第９３号の滞納

処分の停止通知書による。 

第４８条 法第１５条の７第２項の規定により滞納処分の執行を停止

した場合における滞納者に対する通知は、別記様式第９３号の滞納

処分停止通知書による。 

２ 法第１５条の８第２項の規定により滞納処分の執行の停止を取り

消した場合における滞納者に対する通知は、別記様式第９４号の１

の滞納処分の停止取消通知書による。 

２ 法第１５条の８第２項の規定により滞納処分の執行の停止を取り

消した場合における滞納者に対する通知は、別記様式第９４号の１

の滞納処分停止取消通知書による。 

 （保全差押金額の通知等）  （保全差押金額の通知等） 

第５３条 省 略 第５３条 省 略 
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２ 法第１６条の４第４項又は第５項の規定により差押えを解除した

場合においては、前項に規定する者に対し差押解除通知書を発する

ものとする。 

２ 法第１６条の４第４項又は第５項の規定により差押えを解除した

場合においては、前項に規定する者に対し別記様式第１０２号の保

全差押解除通知書を発するものとする。 

【削 除】 

３ 法第１６条の４第９項の規定により市長が差押えに代えて交付要

求をする場合における交付要求書は、別記様式第１０３号により、

交付要求通知書は、別記様式第１０４号の１及び別記様式第１０４

号の２による。 

 （過誤納に係る徴収金の還付通知等）  （過誤納に係る徴収金の還付通知等） 

第５４条 法第１７条又は第１７条の２の規定により納税者又は特別

徴収義務者の過誤納に係る徴収金を還付し、又は充当する場合にお

いては、当該納税者又は特別徴収義務者に対し還付充当通知書を発

するものとする。 

第５４条 法第１７条又は第１７条の２の規定により納税者又は特別

徴収義務者の過誤納に係る徴収金を還付し、又は充当する場合にお

いては、当該納税者又は特別徴収義務者に対し別記様式第１０５号

の市税の払戻（振替）通知書を発するものとする。 

２ 省 略  ２ 省 略 

３ 納税者又は特別徴収義務者は、第１項若しくは前項の過誤納金還

付通知書を受理した場合又は既納の徴収金のうち過誤納に係るもの

があることを発見した場合において、当該過誤納に係る徴収金の還

付を受けようとするときは、還付請求書を市長に提出しなければな

らない。 

３ 納税者又は特別徴収義務者は、第１項若しくは前項の過誤納金還

付通知書を受理した場合又は既納の徴収金のうち過誤納に係るもの

があることを発見した場合において、当該過誤納に係る徴収金の還

付を受けようとするときは、別記様式第１０９号の市税の払戻金請

求書を市長に提出しなければならない。 

４ 省 略 ４ 省 略 
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 （延滞金の減免申請）  （延滞金の減免申請） 

第５８条 省 略 第５８条 省 略 

２ 市長は、前項の延滞金減免申請に対する処分を決定したときは、

別記様式第１１５号により、当該納税者又は特別徴収義務者に通知

する。 

２ 市長は、前項の延滞金減免申請に対する処分を決定したときは、

別記様式第１１５号の延滞金減免決定通知書により、当該納税者又

は特別徴収義務者に通知する。 

別記様式 別記様式 

省 略 

第１４号 削除  

省 略 

第１７号の３ 削除  

省 略 

第１８号 市税減免不許可決定通知書 第１６条 

省 略 

第２０号 削除  

 

 
  

省 略 

第２５号 削除  

省 略 

第３１号の２ 削除 
 

 

省 略 

第３７号の２ 評価調書（Ａ）（Ｂ） 第２１条 

省 略 

第４７号 削除  
 

省 略 

第１４号 督促状（Ａ）（Ｂ）（Ｃ） 第１３条 

省 略 

第１７号の３ 軽自動車税（種別割）減免申請書 第１６条 

省 略 

第１８号 市税減免決定通知書（Ａ）（Ｂ）（Ｃ） 第１６条 

省 略 

第２０号 市民税・都民税申告書 第１７条 

第２０号の２ 
市民税・都民税申告書（特定配当等・特定

株式等譲渡所得金額申告不要申出書） 
第１７条 

省 略 

第２５号 法人市民税更正（決定）通知書 第１７条 

省 略 

第３１号の２ 
固定資産価格等決定（修正）通知書（Ａ）・

（Ｂ）・（Ｃ） 
第１８条 

省 略 

第３７号の２ 評価調書（Ａ）（Ｂ）（Ｃ） 第２１条 

省 略 

第４７号の１ 削除  
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省 略 

第５１号 削除   

省 略 

第６２号 削除  

第６３号 削除  

省 略 

第６５号 削除  

省 略 

第６７号 削除  

   

省 略 

第７１号 削除  

省 略 

第７６号 削除  

省 略 

第７９号 削除  

省 略 

第８６号（Ａ） 徴収猶予の許可通知書 第４３条 

第８６号（Ｂ） 徴収猶予の不許可通知書 第４３条 

第８７号（Ａ） 徴収猶予の延長許可通知書 第４３条 

第８７号（Ｂ） 徴収猶予の延長不許可通知書 第４３条 

省 略 

第９０号 換価の猶予通知書 第４６条 
 

第４７号の２ 
軽自動車税（種別割）（原動機付自転車・小

型特殊自動車）廃車申告受付書 
第２８条 

省 略 

第５１号 
原動機付自転車 

標識交付証明書 第２８条 
小型特殊自動車 

省 略 

第６２号 市民税納税通知書（Ａ）（Ｂ） 第３３条 

第６３号 
固定資産税・都市計画税納税通知書（Ａ）

（Ｂ） 
第３３条 

省 略 

第６５号 軽自動車税（種別割）納税通知書 第３３条 

省 略 

第６７号 市税納付書 第３３条 

第６７号の２ 市税納付書（軽自動車税用） 第３３条 

省 略 

第７１号 固定資産課税台帳（略） 第３４条 

省 略 

第７６号 納期限変更告知書 第３６条 

省 略 

第７９号 
地方税法第１４条の１６の規定による交付

要求書 
第３８条 

省 略 

第８６号 徴収猶予決定通知書（Ａ）（Ｂ） 第４３条 

   

第８７号 徴収猶予期間延長決定通知書（Ａ）（Ｂ） 第４３条 

 

省 略 

第９０号 換価猶予通知書 第４６条 
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第９０号の２ 換価の猶予延長通知書 第４６条 

第９１号 換価の猶予申請書 第４６条の２ 

第９１号の２ 換価の猶予期間延長申請書 第４６条の２ 

第９１号の３（Ａ） 換価の猶予通知書 第４６条の３ 

第９１号の３（Ｂ） 換価の猶予の不許可通知書 第４６条の３ 

第９１号の４（Ａ） 換価の猶予延長通知書 第４６条の３ 

第９１号の４（Ｂ） 換価の猶予延長不許可通知書 第４６条の３ 

第９２号 換価の猶予取消通知書 第４７条 

第９３号 滞納処分の停止通知書 第４８条 

第９４号の１ 滞納処分の停止取消通知書 第４８条 

省 略 

第１０２号 削除  

第１０３号 削除 
 

 

第１０４号 削除 
 

 

  
 

 

第１０５号 削除  

省 略 

第１０９号 削除  

省 略 

第１１５号（Ａ） 延滞金減免許可決定通知書 第５８条 

第１１５号（Ｂ） 延滞金減免不許可決定通知書 第５８条 

省 略 
 

第９０号の２ 換価猶予期間延長通知書 第４６条 

第９１号 換価猶予申請書 第４６条の２ 

第９１号の２ 換価猶予期間延長申請書 第４６条の２ 

第９１号の３ 換価猶予決定通知書（Ａ）（Ｂ） 第４６条の３ 

   

第９１号の４ 換価猶予期間延長決定通知書（Ａ）（Ｂ） 第４６条の３ 

   

第９２号 換価猶予取消通知書 第４７条 

第９３号 滞納処分停止通知書 第４８条 

第９４号の１ 滞納処分停止取消通知書 第４８条 

省 略 

第１０２号 保全差押解除通知書 第５３条 

第１０３号 
地方税法第１６条の４の規定による交付要

求書 
第５３条 

第１０４号の１ 
地方税法第１６条の４の規定による交付要

求通知書 
第５３条 

第１０４号の２ 
地方税法第１６条の４の規定による交付要

求通知書 
第５３条 

第１０５号 市税の払戻（振替）通知書 第５４条 

省 略 

第１０９号 市税の払戻金請求書 第５４条 

省 略 

第１１５号 延滞金減免決定通知書 第５８条 

   

省 略 
 

 第１４号様式（Ａ）を次のように改める。 

第１４号様式 削除 
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第１４号様式（Ｂ）及び第１４号様式（Ｃ）を削る。 

第１７号様式の３を次のように改める。 

第１７号様式の３ 削除 

第１８号様式（Ａ）及び第１８号様式（Ｂ）を削り、第１８号様式（Ｃ）を第１８号様式とする。 

 第２０号様式を次のように改める。 

第２０号様式 削除 

 第２０号様式の２を削る。 

第２５号様式を次のように改める。 

第２５号様式 削除 

 第３１号様式の２（Ａ）を次のように改める。 

第３１号様式の２ 削除 

 第３１号様式の２（Ｂ）及び第３１号様式の２（Ｃ）を削る。 

 第３７号様式の２（Ａ）及び第３７号様式の２（Ｂ）を次のように改める。 
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第３７号様式の２（Ａ）（第２１条） 

土 地 評 価 調 書 
 

所在地 登記地目 現況地目 
価格 

漢字氏名 宛名番号 

地番 登記地積 現況地積 住所 
個人番号又 
は法人番号 
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第３７号様式の２（Ｂ）（第２１条） 

家 屋 評 価 調 書 
 

所在地 種類 登記床面積 
価格 

漢字氏名 宛名番号 

地番 家屋番号 構造 現況床面積 住所 
個人番号又 
は法人番号 
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第３７号様式の２（Ｃ）を削る。 

 第４７号様式の１を第４７号様式とし、第４７号様式の２を削る。 

 第５１号様式を次のように改める。 

第５１号様式 削除 

第６２号様式（Ａ）を次のように改める。 

第６２号様式 削除 

 第６２号様式（Ｂ）を削る。 

 第６３号様式（Ａ）を次のように改める。 

第６３号様式 削除 

第６３号様式（Ｂ）を削る。 

 第６５号様式を次のように改める。 

第６５号様式 削除 

 第６７号様式を次のように改める。 

第６７号様式 削除 

第６７号様式の２を削る。 

第６８号様式を次のように改める。 
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第６８号様式（表）（第３３条） 
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第６８号様式（裏）（第３３条） 
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第７１号様式を次のように改める。 

第７１号様式 削除 

 第７５号様式（Ｃ）中 

「 

 人員 
内訳 

件 数 
土地・家屋 土 地 家 屋 償 却 資 産 

            

            

            

            

            

            

            

            

                                    」 

を 
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「  

義務者数 
内訳 

件 数 
土 地 家 屋 償却資産 

       

       

       

       

       

       

       

       

                                    」 

に改める。 

第７６号様式を次のように改める。 

第７６号様式 削除 

 第７９号様式を次のように改める。 

第７９号様式 削除 

 第８３号様式及び第８４号様式を次のように改める。 
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第８３号様式（第４２条） 

 

  



- 20 - 

第８４号様式（第４２条） 

 

 第８６号様式（Ａ）から第８７号様式（Ｂ）までを次のように改める。
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第８６号様式（Ａ）（第４３条） 
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第８６号様式（Ｂ）（第４３条） 
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第８７号様式（Ａ）（第４３条） 
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第８７号様式（Ｂ）（第４３条） 

   

第８９号様式から第９４号様式の１までを次のように改める。 
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第８９号様式（第４５条） 
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第９０号様式（第４６条） 

 

  



- 27 - 

第９０号様式の２（第４６条） 
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第９１号様式（第４６条の２） 
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第９１号様式の２（第４６条の２） 
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第９１号様式の３（Ａ）（第４６条の３） 
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第９１号様式の３（Ｂ）（第４６条の３） 
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第９１号様式の４（Ａ）（第４６条の３） 
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第９１号様式の４（Ｂ）（第４６条の３） 
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第９２号様式（第４７条） 
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第９３号様式（第４８条） 
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第９４号様式の１（第４８条） 

  

 第９６号様式を次のように改める。 
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第９６号様式（第５０条） 

 

 第１００号様式を次のように改める。 
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第１００号様式（第５２条） 
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第１０２号様式から第１０４号様式の１までを次のように改める。 

第１０２号様式 削除 

第１０３号様式 削除 

第１０４号様式 削除 

第１０４号様式の２を削る。 

 第１０５号様式を次のように改める。 

第１０５号様式 削除 

 第１０９号様式を次のように改める。 

第１０９号様式 削除 

 第１１４号様式及び第１１５号様式を次のように改める。 
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第１１４号様式（第５８条） 
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第１１５号様式（Ａ）（第５８条）  
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第１１５号様式（Ｂ）（第５８条） 
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付 則 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の府中市市税条例施行規則の規定は、令和７年１１月２５日から適用する。 

 


